
佐賀県保育士資格等取得支援事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 知事は、子どもを安心して育てることができる体制の整備を図るため、保育士資格及び

幼稚園教諭免許状の取得に要する経費を予算の範囲内で補助するものとし、その交付について

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」

という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５

５号。以下「令」という。）並びに佐賀県補助金交付規則（昭和５８年佐賀県規則第５３号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
 

（補助事業者） 
第２条 この補助金は、平成２９年４月１７日雇児発０４１７第２号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知「保育人材確保事業の実施について」の別添１「保育士資格取得支援事業実施要

綱」及び平成２７年５月２１日初等中等教育局長裁定「教育支援体制整備事業費交付金実施要

領」（以下「国実施要綱等」という。）に基づいて行う次の事業のうち、第１号及び第４号に掲

げる事業においては、別表の第２欄に定める対象施設を運営する法人及び市町、第２号に掲げ

る事業においては、対象者（国実施要綱等において対象となる者をいう。以下同じ。）、第３号

に掲げる事業においては、同表の第２欄に定める対象施設を運営する法人を補助事業者とする。 
（１）保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業 
（２）幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 
（３）保育所等保育士資格取得支援事業 
（４）保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業 
２ 補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはなら

ない。 
（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
（２）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。） 
（３）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
（４）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団又は暴力団員を利用している者 
（５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
（７）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
３ 補助事業者は、前項の第２号から第７号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与してい

る法人その他の団体又は個人であってはならない。 
 
 



（交付の対象経費及び交付額の算出方法） 
第３条 補助金の交付の対象経費は、補助事業を実施するために必要な児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第１８条の６に基づき都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他

の施設、幼稚園教諭を養成する大学等（以下「養成施設等」という。）の入学料（養成施設等に

おける受講の開始に際し、当該養成施設等に納付する入学金又は併願登録料）及び受講料（面

接授業料、教科書代及び教材費を含む。）並びに上記経費の消費税とする。 
２ 補助金の交付額は、次により算出する。なお、別表に掲げる事業ごとに算出された補助金額

に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 
（１） 別表の第１欄に掲げる事業ごとに、同表の第３欄に定める補助基準額と前項に定める対

象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較して少ない方の額を選定する。 
（２） 別表の第１欄に掲げる事業ごとに、前号により選定された額と、同表第４欄に定める補

助率を乗じて得た額の合計額を補助金額とする。 
 
（実施計画書の提出等） 
第４条 本補助金の交付を受けようとする者は、国実施要綱等に基づき、実施計画書を知事に提

出するものとする。 
２ 実施計画書は、様式第１号のとおりとする。 
３ 前項の実施計画書の提出期限は、補助事業の対象者が養成施設等での受講を開始した日の属

する年度内とし、その提出部数は１部とする。 
４ 知事は、実施計画書が提出された際は、内容を確認し、補助金の交付の対象の可否を補助事

業者に通知するものとする。 
 
（補助金の交付申請及び実績報告） 
第５条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第３条及び第 12 条第１項前段の規定に基づ

き、補助金交付申請書兼実績報告書を知事に提出するものとする。 
２ 補助金交付申請書兼実績報告書は、様式第２号のとおりとする。 
３ 前項の補助金交付申請書兼実績報告書の提出は、前条第４項の規定による通知を受けた後、

対象者が保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受け、別表の第２欄に定める対象施設に勤務

を開始した日の属する月の末日までに行うものとし、その提出部数は１部とする。 
４ 補助金等の交付申請及び実績報告が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定及び

当該実績に係る補助金等の額の確定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 
 
（補助金の交付の条件） 
第６条 規則第５条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（１）法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。 
（２）補助事業の対象者は、保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、別表の第２欄に

定める対象施設において原則１年以上勤務すること。 
（３）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良



な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 
（４）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を整備し、補助事業完了の日（事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年

間保管すること。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記

の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は令第１４条第１項第２号の規定に

より知事が別に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならな

い。 
（５）補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第５号により速やかに知事に報告しなけれ

ばならない。また、知事に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を県に納

付させることがある。 
 
（補助金の交付） 
第７条 この補助金は、完了払で交付するものとする。 
２ 規則第１５条第２項に規定する補助金交付請求書は、様式第３号のとおりとする。 
 
（勤務実績報告書の提出等） 
第８条 本補助金の交付を受けた者は、勤務実績報告書を知事に提出するものとする。 
２ 勤務実績報告書の様式は、様式第４号のとおりとする。 
３ 前項の勤務実績報告書の提出は、補助事業の対象者が、保育士証又は幼稚園教諭免許状の交

付を受けた後、別表の第２欄に定める対象施設での勤務を開始した日から１年を経過する日の

属する月の末日又は退職等により同表の第２欄に定める対象施設での勤務を終了した日の属す

る月の末日のいずれか早い日までに行うものとし、その提出部数は１部とする。 
 

附  則 
１ この要綱は、平成２８年度分の補助金から適用する。 

附  則  
１ この要綱は、令和３年度分の補助金から適用する。 
２ 令和３年度における第５条の規定による補助金の交付申請及び実績報告について、同条第２ 

項中「対象施設への勤務が１年経過した日の属する月の末日」とあるのは、「令和４年３月３１ 
日」と読み替えるものとする。 
附  則 

１ この要綱は、令和４年度分の補助金から適用する。 
２ 補助事業の対象者が、令和３年度中に別表の第２欄に定める対象施設での勤務を開始したも

のについては、なお従前の例による。 



別表 
１事業名 ２対象施設 ３補助基準額 ４補助率 

保育教諭確保のための保
育士資格取得支援事業 
 

佐賀県内に所在する以下の施設 
・認定こども園 
・認定こども園への移行を予定している施設 

対象者１人につき 200,000 円 １／２ 

幼稚園教諭免許状を有す
る者の保育士資格取得支
援事業 

佐賀県内に所在する以下の施設 
・保育所 
・認定こども園 
・認定こども園への移行を予定している施設 
・小規模保育事業所 A 型、B 型 
・事業所内保育事業所 
・認可外保育施設 

対象者１人につき 200,000 円 １／２ 

保育所等保育士資格取得
支援事業 

佐賀県内に所在する以下の施設 
・保育所 
・認定こども園 
・認定こども園への移行を予定している幼稚園 
※いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。 

・指定保育士養成施設卒業により保育士資格
を取得する場合 

  対象者１人につき 600,000 円 
・試験実施通知の別表１②及び③により保育

士資格を取得する場合 
  対象者１人につき 200,000 円 

・試験実施通知の別表１①により保育士資格
を取得する場合 

  対象者１人につき 40,000 円 

１／２ 

保育教諭確保のための幼
稚園教諭免許状取得支援
事業 

佐賀県内に所在する以下の施設 
・認定こども園 
・認定こども園への移行を予定している施設 

対象者１人につき 200,000 円 １／２ 

 
 



定義 
【認定こども園】 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６
項に規定する認定こども園 

【保育所】 
児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条に規定する保育所 
ただし、認定こども園法第３条第１項の認定を受けた保育所（保育所型認定こども園）は、「認定こども園」とする。 

【小規模保育事業所 A 型、B 型】 
児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する小規模保育事業であって、法第 534 条の 15 第２項の認可を受けたもののうち、「家庭的保育事業等の設
備及び運営に関する基準」（平成 26 年４月 30 日厚生労働省令第 61 号）第３章第２節に規定する小規模保育事業Ａ型及び第３節に規定する小規模
保育事業Ｂ型を行う事業所 

【事業所内保育事業所】 
児童福祉法第６条の３第 12 項に規定する事業所内保育事業であって、法第 34 条の 15 第２項の認可を受けたもの 

【認可外保育施設】 
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」（平成 17 年１月 21 日雇児発第 0121002 号雇用均等・児童家庭局長通知）に
よる認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設 
【幼稚園】 
学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する幼稚園 
ただし、認定こども園法第３条第１項の認定を受けた幼稚園及び同条第３項の認定を受けた連携施設（幼稚園型認定こども園）は、「認定こども園」
とする。 



（様式第１号） 

 

保育士資格等取得支援事業実施計画書 

 

（元号） 年  月  日 

 

佐賀県知事 様 

                   

申請者住所                

申請者名                

   

①対象となる事業 

（該当する事業に○

を付ける） 

 (1)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業 

 (2)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 

(3)保育所等保育士資格取得支援事業 

(4)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業 

②対象者の氏名、 

生年月日 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
生年

月日 

(元号) 年 月 日生

（  歳）  

③対象者の住所、 

電話番号 

（〒  —   ） 

 

電話 

（  ）  － 

④対象者が勤務する

施設の名称 

 

（施設種別：           ） 

⑤対象者が勤務する

施設の所在地、 

電話番号 

（〒  —   ） 

 

電話 

（  ）  －    

⑥養成施設等の名称  

⑦受講期間 
(元号)  年  月  日 ～(元号)  年  月  日 

（受講開始日（入学日）） 

⑧保育・教育実習や

面接授業期間 
実習：   日、 面接授業：  日、 合計：  日 

⑨受講に要する費用 

 （税込） 
入学料：  円、 受講料：   円、 合計：  円 

⑩保育士修学資金貸

付事業等、類似事

業による貸付等の

有無 

保育士修学資金貸付事業等の類似事業の貸付等を 

受けている ・ 受けていない 

（備考）  

（添付書類） 

ア ②対象者が④対象施設に勤務していることが確認できる書類（在職証明書等） 

※(2)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業の場合は不要 

イ ②対象者が受講を開始した場合は、養成施設等に在学していることが確認でき

る書類（在学証明書等） 



様式第２号  

                          

                        年  月  日 

 

 佐賀県知事 様 

  

                 申請者住所 

                 申請者名          

 

 

（元号）  年度佐賀県保育士資格等取得支援事業費補助金 

交付申請書兼実績報告書 

 

 

 （元号）  年度において、下記のとおり佐賀県保育士資格等取得支援

事業を実施したので、佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県保育士資格等取

得支援事業費補助金交付要綱の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 申 請 額     金             円  

 

２ 事業完了年月日  （元号）  年  月  日 

 

３ 添付資料 

（１）（元号） 年度佐賀県保育士資格等取得支援事業費補助金精算額

調書（別紙１） 

（２）保育士資格等取得支援事業完了報告書（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１）

補助事業者名：

（単位：円）

総 事 業 費
寄 付 金
その他の収入額

差 引 額
対 象 経 費 の
実 支 出 額

選 定 額
（③と④を比較し
て少ない方の額）

基 準 額
補 助 基 本 額
（⑤と⑥を比較し
て少ない方の額）

補助率
補 助 所 要 額

※

① ② ③(=①-②) ④（≦①） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨（=⑦*⑧）

0 0 0 1/2 0

※千円未満の端数は切り捨てとする。
　

（元号）　年度佐賀県保育士資格等取得支援事業費補助金精算額調書

事業名



（別紙２） 

 

保育士資格等取得支援事業完了報告書 

 

（元号） 年  月  日 

 

佐賀県知事 様 

 

 申請者住所               

申請者名                

 

①対象となる事業 

（該当する事業に○

を付ける） 

 (1)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業 

 (2)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 

(3)保育所等保育士資格取得支援事業 

(4)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業 

②対象者の氏名、 

 生年月日 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
生年

月日 

(元号) 年 月 日生 

（  歳）  

③対象者の住所、 

 電話番号 

（〒  —   ） 

 

電話 

（  ）  － 

④対象者が勤務する

施設の名称 

 

（施設種別：           ） 

⑤対象者が勤務する

施設の所在地、 

 電話番号 

（〒  —   ） 

 

電話 

（  ）  －    

⑥養成施設等の名称  

⑦受講期間 
(元号)  年  月  日 ～(元号)  年  月  日 

（受講開始日（入学日）） 

⑧保育・教育実習や

面接授業期間 
実習：   日、 面接授業：  日、 合計：  日 

⑨受講に要した費用 

 （税込） 
入学料：  円、 受講料：   円、 合計：  円 

（備考）  

（添付書類） 

ア ②対象者が保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、④対象施設に常

勤の保育士又は保育教諭として勤務を開始したことを確認できる書類（在職証明

書等） 

イ 対象経費の領収書等の写し 

ウ 対象者が取得した保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し 



様式第３号     
                                                      

年  月  日  
 

 佐賀県知事 様  
 
                 申請者住所 

                 申請者名          
 
 
（元号）  年度佐賀県保育士資格等取得支援事業費補助金交付請求書  

 
 
（元号）  年  月  日付け 第   号で確定通知があった佐賀

県保育士資格等取得支援事業費補助金として、下記金額を交付されるよう

佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県保育士資格等取得支援事業費補助金

交付要綱の規定により請求します。  
 

記 
 

請 求 額  金          円 
 

（ 内 訳 ） 

 確 定 額  金          円 

 交 付 済 額  金          円 

 今回請求額  金          円 

 残 額  金          円 

 
振込先  
  金融機関名             本店・    支店  
  預金種別    普通 ・ 当座  
  口座番号  
  口座名義  

 

 

 

注）１ 振込み先を確認するため通帳の写し（口座番号などの該当部分）を添付してください。 



（様式第４号） 

 

保育士資格等取得支援事業勤務実績報告書 

 

年  月  日 

 

佐賀県知事 

  

申請者住所               

   申請者名                

 

①対象となる事業 

（該当する事業に○

を付ける） 

 (1)保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業 

 (2)幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 

(3)保育所等保育士資格取得支援事業 

(4)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業 

②対象者の氏名、 

 生年月日 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
生年

月日 

年 月 日生

（  歳）  

③対象者の住所、 

 電話番号 

（〒  —   ） 

 

電話 

（  ）  － 

④対象者が勤務する

施設の名称 

 

（施設種別：           ） 

⑤対象者が勤務する

施設の所在地、 

 電話番号 

（〒  —   ） 

 

電話 

（  ）  －    

⑥対象者が資格又は

免許状取得後、④

に勤務した期間 

(元号)  年  月  日 ～(元号)  年  月  日 

（添付書類） 

 ②対象者が保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、④対象施設に常勤の保 

育士又は保育教諭として⑥の期間勤務していることが確認できる書類（在職証明書等） 



様式第５号  

                          

                        年  月  日 

 

 佐賀県知事 様 

  

                 申請者住所 

                 申請者名          

 

 

（元号） 年度消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書 

 

 

 交付決定の通知があった（元号） 年度佐賀県保育士資格等取得支援事

業費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書につ

いて、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１．交付決定通知の日付及び番号 （元号） 年 月 日＜発番＞ 

  

２．佐賀県補助金等交付規則（昭和５３年佐賀県規則第１３号）第１３条

に基づく確定額又は事業実績報告による精算額 

金     円 

  

３．消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に 

係る仕入税額控除額（要補助金等返還相当額） 

金     円 

 

【添付書類】 

 消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除額の積算内訳等 


